
 

全国健康保険協会定款 

第１章 総 則 

 

 （設立の根拠及び名称） 

第１条 この法人は、健康保険法（大正１１年法律第７０号。以下「法」という。）に基づき

設立された法人であって、全国健康保険協会（以下「協会」という。）という。 

 

 （目的） 

第２条 協会は、健康保険の被保険者（健康保険組合の組合員である被保険者を除く。以下

「被保険者」という。）に係る健康保険事業及び船員保険の被保険者（以下「船保被保険者」

という。）に係る船員保険事業を行い、被保険者、船保被保険者及びそれらの被扶養者（以

下「加入者」という。）の健康の保持増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受で

きるようにし、もって加入者の利益の実現を図ることを目的とする。 

 

 （事務所の所在地） 

第３条 協会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

２ 協会は、従たる事務所（以下「支部」という。）を置き、その名称、所在地及び管轄区域

は、別表１のとおりとする。 

 

第２章 役員及び職員 

 

 （役員） 

第４条 協会に次の役員を置く。 

 (1) 理事長 １名 

 (2) 理 事 ６名以内 

 (3) 監 事 ２名 

２ 協会に理事長代理を置くことができるものとし、理事のうちから理事長がこれを定める。 

 

 （役員の職務） 

第５条 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。 

２ 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長代理がその職務を代理し、

又はその職務を行う。 

３ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して業務を執行し、理事長及び理

事長代理に事故があるとき、又は理事長及び理事長代理が欠けたときは、その職務を代理

し、又はその職務を行う。 

４ 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。 

 



 （役員の任命） 

第６条 理事長及び監事は、厚生労働大臣の任命による。 

２ 理事は、理事長が任命する。 

３ 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これ

を公表しなければならない。 

 

 （役員の任期） 

第７条 役員の任期は３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

 

 （役員の欠格条項） 

第８条 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることができない。 

 

 （役員の解任） 

第９条 理事長は、理事が前条に規定する役員となることができない者に該当するに至った

ときは、これを解任する。 

２ 理事長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認

めるときは、これを解任することができる。 

 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき 

 (2) 職務上の義務違反があるとき 

３ 理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出

るとともに、これを公表しなければならない。 

４ 理事長及び監事の解任については、法第７条の１４の定めるところによる。 

 

 （役員の兼職禁止） 

第１０条 役員（非常勤の者を除く。）は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営

利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りで

ない。 

 

 （代表権の制限） 

第１１条 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表

権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。 

 

 （代理人の選任） 

第１２条 理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は

裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 

 

 （理事会） 



第１３条 理事会は、理事長及び理事をもって組織する。 

２ 理事長は、必要に応じ、理事会を招集し、これを主宰する。 

３ 次に掲げる事項は、理事会の議に付さなければならない。 

 (1) 第２１条第１項各号に掲げる事項 

 (2) その他理事長が業務執行上必要と認めた事項 

 

 （顧問及び参与） 

第１４条 協会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、理事長が委嘱する。 

３ 顧問は、理事長の諮問に応じ、参与は、協会の業務に参与するものとする。 

 

 （支部長） 

第１５条 支部毎に、支部の長（以下「支部長」という。）を置く。 

２ 支部長は、理事長が任命する。 

３ 支部長は、理事長の命を受け、支部の業務に関する権限を有する。 

 

 （職員の任命） 

第１６条 協会の職員は、理事長が任命する。 

 

 （秘密保持義務） 

第１７条 役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業又は船員保険事業

に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

 

第３章 運営委員会 

 

 （運営委員会） 

第１８条 被保険者を使用する適用事業所の事業主（以下「事業主」という。）及び被保険者

の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。 

 

 （運営委員の任命） 

第１９条 運営委員会の委員（以下「委員」という。）は、９人以内とする。 

２ 委員は、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の

うちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。 

 

 （委員の任期） 

第２０条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 



 

 （運営委員会の職務） 

第２１条 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なけれ

ばならない。 

 (1) 定款の変更 

 (2) 運営規則の変更（第４５条第２項ただし書に規定するものを除く。） 

 (3) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 

 (4) 重要な財産の処分又は重大な債務の負担 

 (5) 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更 

 (6) その他協会の組織及び業務に関する重要事項 

２ 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事

項について、理事長に建議することができる。 

 

 （招集） 

第２２条 運営委員会は理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員の総数の３分の１以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招

集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。 

 

 （委員長） 

第２３条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 

 

 （定足数） 

第２４条 運営委員会は、委員の総数の３分の２以上又は第１９条第２項に掲げる委員の各

３分の１以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

 

 （議決方法） 

第２５条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって、決する。可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。 

 

 （会議の運営） 

第２６条 本章に定めるものを除くほか、運営委員会の議事の手続その他の運営に関し必要

な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。 

 

 （秘密保持義務） 

第２７条 委員又は委員であった者は、健康保険事業又は船員保険事業に関して職務上知り

得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 



 

第４章 評議会 

 

（評議会） 

第２８条 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごと

に評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。 

 

 （評議員及び評議員の委嘱） 

第２９条 評議会の評議員（以下「評議員」という。）は、１２人以内とする。 

２ 評議員は、支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部

における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が各同数を委

嘱する。 

 

 （評議員の任期） 

第３０条 評議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

 （評議会の職務） 

第３１条 次に掲げる事項については、支部長は、あらかじめ、評議会の意見を聴くものと

する。 

 (1) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算のうち当該支部に係る事項 

 (2) 当該支部の都道府県単位保険料率の変更に係る事項 

 (3) その他当該支部の業務に関する重要事項 

 

 （準用） 

第３２条 評議会の運営については、第２２条から第２６条までの規定を準用する。この場

合において、第２２条中「理事長」とあるのは、「支部長」と読み替えるものとする。 

 

第５章 健康保険業務 

 

 （業務） 

第３３条 協会は、第２条の健康保険事業の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 (1) 法第４章の規定による保険給付及び法第５章第３節の規定による日雇特例被保険者

に係る保険給付に関する業務 

 (2) 法第６章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 

 (3) 前２号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって

法第５条第２項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 



 (4) 第１号及び第２号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業

務であって法第１２３条第２項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 

 (5) 法第２０４条の７第１項に規定する権限に係る事務に関する業務 

 (6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、健康保険の被保険者に関して、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による前期高齢者納付金等及び同法

の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金の納付に関する業務を行う。 

 

 （広報及び保険料の納付の勧奨等） 

第３４条 協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の

意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣

の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。 

 

 （協会による保険料の徴収） 

第３５条 協会は、法第１８１条の３の規定に基づき、滞納者に係る保険料の徴収を行うこ

とができる。 

 

 （厚生労働大臣との連携） 

第３６条 協会は、その管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、厚生労

働大臣との間で必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

第６章 健康保険料率 

 

 （一般保険料率） 

第３７条 法第１６０条第１項の規定による一般保険料率は、同条第３項の規定に基づき算

定し、同条第４項の規定に基づき調整を行い、支部被保険者（各支部の都道府県に所在す

る適用事業所に使用される被保険者（日雇特例被保険者を除く。）及び当該都道府県の区域

内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下この章において同じ。）を単位と

して、別表２のとおり定める。 

 

 （一般保険料率の変更） 

第３８条 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率（以下「都道府県単位保険料率」

という。）を決定又は変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道

府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 

２ 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と

認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長

に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 



３ 都道府県単位保険料率を決定又は変更しようとするときは、理事長は、その変更につい

て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

 

 （特定保険料率等） 

第３９条 法第１６０条第１４項の規定に基づき定める特定保険料率は、別表２に定める率

とする。 

２ 法第１６０条第１５項の規定に基づき定める基本保険料率は、別表２に定める率とする。 

 

 （介護保険料率） 

第４０条 法第１６０条第１６項の規定に基づき定める介護保険料率は、別表３に定める率

とする。 

 

 （日雇特例被保険者の保険料額） 

第４１条 法第１６８条第１項の規定に基づき算定された日雇特例被保険者に関する保険料

額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担

すべき額は、別表４に掲げる額とする。 

 

第６章の２ 健康保険委員 

 

 （健康保険委員） 

第４１条の２ 支部長は、社会的信望があり、かつ、協会が管掌する健康保険事業の適正な

運営について熱意と識見を有する者のうちから、健康保険委員を委嘱する。 

２ 健康保険委員は、協会が行う健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険

事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業

に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動

を行う。 

 

第７章 船員保険協議会 

 

 （船員保険協議会） 

第４２条 船保被保険者を使用する船舶所有者（以下「船舶所有者」という。）及び船保被保

険者の意見を反映させ、船員保険事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を

置く。 

 

 （船員保険協議会の委員） 

第４３条 船員保険協議会の委員（以下「協議会委員」という。）は、１２名以内とする。 

２ 協議会委員は、船舶所有者、船保被保険者（その意見を代表する者を含む。）及び船員保

険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任



命する。 

 

 （協議会委員の任期） 

第４４条 協議会委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の協議会委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 協議会委員は、再任されることができる。 

 

 （船員保険協議会の職務） 

第４５条 理事長は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険

協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 

 (1) 定款（船員保険事業に係る部分に限る。）の変更 

 (2) 運営規則（船員保険事業に係る部分に限る。）の変更 

 (3) 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算（船員保険事業に係る部分に限る。） 

 (4) 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担（船員保険事業に係る部分に限る。） 

 (5) その他船員保険事業に関する重要事項 

２ 理事長は、前項各号に掲げる事項については、運営委員会の議を経なければならない。

ただし、前項第２号の運営規則の変更のうち軽微なものについては、理事長は、運営委員

会の議を経ないで行うことができる。 

３ 第１項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の

諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。 

 

 （定足数） 

第４６条 船員保険協議会は、協議会委員の総数の３分の２又は第４３条第２項に掲げる協

議会委員の各１人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

 

 （準用） 

第４７条 船員保険協議会の運営については、第２２条、第２３条、第２５条から第２７条

までの規定を準用する。 

 

第８章 船員保険業務 

 

 （船員保険業務） 

第４８条 協会は、第５章に定めるもののほか、第２条の船員保険事業の目的を達成するた

め、次の業務を行う。 

 (1) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号。以下「船保法」という。）第４章の規定によ

る保険給付に関する業務 

 (2) 船保法第５章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 

 (3) 前２号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって船保法第４条第２



項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 

 (4) 船保法第１５３条の６の２第１項に規定する権限に係る事務に関する業務 

 (5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船保被保険者に関して、高齢者の医療の確保に

関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等並

びに介護保険法の規定による納付金の納付に関する業務を行う。 

 

 （広報及び保険料の納付の勧奨等） 

第４９条 協会は、船員保険事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に

関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の

徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。 

 

 （協会による保険料の徴収） 

第５０条 協会は、船保法第１３５条の規定に基づき、滞納者に係る保険料の徴収を行うこ

とができる。 

 

 （厚生労働大臣との連携） 

第５１条 協会は、船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、厚生労働大臣との間で

必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

第９章 船員保険料率 

 

 （一般保険料率） 

第５２条 船保法第１２０条第１項の規定による船員保険の一般保険料率は、船保法第１２

１条第２項に基づき算定した疾病保険料率と船保法第１２２条第２項に基づき算定した災

害保健福祉保険料率とを合計して得た率として、船員法（昭和２２年法律第１００号）第

１条に規定する船員として船舶所有者に使用される者（後期高齢者医療の被保険者等であ

る被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「一般被保険者」という。）及び

疾病任意継続被保険者について、別表５のとおり定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法

人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとし、別表５

のとおり定める。 

 

 （一般保険料率の変更） 

第５３条 前条の規定による船員保険の一般保険料率を変更しようとするときは、あらかじ

め、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。 

３ 一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の



認可を受けなければならない。 

 

 （特定保険料率等） 

第５４条 船保法第１２１条第１０項に基づき定める船員保険の特定保険料率及び基本保険

料率は、別表５に定める率とする。 

 

 （介護保険料率） 

第５５条 船保法第１２３条第１項の規定に基づき定める船員保険の介護保険料率は、別表

６に定める率とする。 

 

第１０章 財務 

 

 （事業年度） 

第５６条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （企業会計原則） 

第５７条 協会の会計については、全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令（平成２

０年厚生労働省令第１４４号）の定めるところにより、同省令に定めのないものについて

は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 

 

 （事業計画等の認可） 

第５８条 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生

労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

 （財務諸表等） 

第５９条 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の５月３１日までに完結しなければなら

ない。 

２ 協会は、毎事業年度、法第７条の２８第１項の規定に基づき、財務諸表を作成し、これ

に当該事業年度の事業報告書及び決算報告書（以下「事業報告書等」という。）を添え、監

事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後２月以内に厚生労働大臣に提出し、その承

認を受けなければならない。 

３ 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事

項として、支部ごとの損益の状況及び支部ごとの事業運営の状況を記載しなければならな

い。 

４ 協会は、第２項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表

を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意

見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、５年間、一般の閲覧に供しなければならな

い。 



 

 （会計監査人の監査） 

第６０条 協会は、財務諸表及び事業報告書等について、監事の監査のほか、厚生労働大臣

が選任する会計監査人の監査を受けなければならない。 

 

 （各事業年度に係る業績評価） 

第６１条 協会は、事業年度ごとの業績について、厚生労働大臣の評価を受けなければなら

ない。 

 

 （借入金） 

第６２条 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣

の認可を受けて、短期借入金をすることができる。 

２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、

資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限

り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 

３ 前項ただし書きの規定により借り換えた短期借入金は、１年以内に償還しなければなら

ない。 

 

 （資金の運用） 

第６３条 協会は、業務上の余裕金の運用は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ

効率的にしなければならない。 

 

 （重要な財産の処分） 

第６４条 協会は、法第７条の３４の規定に基づき、重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

 

 （役員の報酬等） 

第６５条 協会は、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大

臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

 

 （職員の給与等） 

第６６条 協会は、その職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労

働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

 

 （区分経理） 

第６７条 協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る

経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 



 

第１１章 雑則 

 

 （個人情報の保護） 

第６８条 協会は、その保有する加入者に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損等を防止す

るため、個人情報の保護を徹底しなければならない。 

 

 （運営規則） 

第６９条 この定款に定めるもののほか、協会の事業を執行する権限の委任に関する事項そ

の他協会の業務の執行に関して必要な事項は、運営規則に定める。 

 

附 則 

 

第１条 この定款は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

第２条 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会が管掌する健康保険の保険料につ

いては、平成２０年９月３０日における政府管掌健康保険の一般保険料率を用いるものと

する。 

２ 平成２１年２月２８日までの間、協会が管掌する健康保険の介護保険料率については、

平成２０年９月３０日における政府管掌健康保険の介護保険料率とする。 

３ 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会を保険者とする日雇特例被保険者の保

険料額については、平成２０年９月３０日における政府を保険者とする日雇特例被保険者

の保険料額とする。 

 

第３条 協会は、法第１６０条第３項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、

平成２０年９月３０日における政府管掌健康保険の一般保険料率との差が健康保険法施行

令（大正１５年勅令第２４３号）で定める基準を上回るものがある場合においては、同項

の規定にかかわらず、成立後５年間に限り、健康保険法施行令で定めるところにより、都

道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保

険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。 

 

第４条 協会の最初の事業年度は、第４２条の規定にかかわらず、平成２０年１０月１日に

始まり、平成２１年３月３１日に終わるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２１年３月１日から施行する。ただし、別表４の（１）の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 



２ 変更後の別表２及び別表３の規定は、平成２１年３月以後分の保険料額に係る保険料率

について適用する。ただし、同月前分の保険料額及び健康保険法第３条第４項の規定によ

る被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２１年９月１日から施行する。 

２ 平成２１年９月前分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２２年１月１日から施行する。 

２ 第５２条第１項に規定する疾病保険料率について、船保法附則第９条の規定に基づき、

平成２２年１月分から平成２３年２月分（疾病任意継続被保険者にあっては、同年３月分）

までの間、疾病保険料率から０．１５％を控除するものとする。 

３ 協会の船員保険事業に関する最初の事業年度は、第５６条の規定にかかわらず、平成２

２年１月１日に始まり、同年３月３１日に終わるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２２年３月１日から施行する。ただし、別表４の改正規定は、同年４

月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３及び別表６の規定は、平成２２年３月以後分の保険料額に係る

保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健康保険法第３条第４項

及び船員保険法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２３年３月１日から施行する。ただし、別表４の改正規定は、同年４

月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、平成２３年３月以後分の保険料

額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第

４項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２３年３月分か

ら平成２４年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２３年４月分から平成

２４年３月分まで）の間、０．１５％を控除するものとする。この場合において、第５２



条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．１５％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２４年３月１日から施行する。ただし、別表４の改正規定は、同年４

月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、平成２４年３月以後分の保険料

額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第

４項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２４年３月分か

ら平成２５年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２４年４月分から平成

２５年３月分まで）の間、０．３５％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．３５％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

 この変更は、平成２４年８月２０日から施行する。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２５年３月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表５及び別表６の規定は、平成２５年３月以後分の保険料額に係る

保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４項及び

船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率につ

いては、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２５年３月分か

ら平成２６年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２５年４月分から平成

２６年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

 この変更は、平成２５年５月３１日から施行する。 

 



附 則 

 

１ この変更は、平成２６年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、平成２６年３月以後分の保険料

額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第

４項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２６年３月分か

ら平成２７年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２６年４月分から平成

２７年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２７年３月１日から施行する。 

２ 変更後の別表５及び別表６の規定は、平成２７年３月以後分の保険料額に係る保険料率

について適用する。ただし、同月前分の保険料額及び船保法第２条第２項の規定による被

保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２７年３月分か

ら平成２８年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２７年４月分から平成

２８年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、

同年５月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２及び別表３の規定は、平成２７年４月以後分の保険料額に係る保険料率

について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４項の規定による

被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２８年３月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表５及び別表６の規定は、平成２８年３月以後分の保険料額に係る



保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４項及び

船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率につ

いては、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２８年３月分か

ら平成２９年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２８年４月分から平成

２９年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成２９年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、平成２９年３月以後分の保険料

額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第

４項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成２９年３月分か

ら平成３０年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成２９年４月分から平成

３０年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、平成３０年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、平成３０年３月以後分の保険料

額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第

４項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険

料率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成３０年３月分か

ら平成３１年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成３０年４月分から平成

３１年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 



 

１ この変更は、平成３１年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３及び別表５の規定は、平成３１年３月以後分の保険料額に係る

保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４項及び

船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率につ

いては、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、平成３１年３月分か

ら平成３２年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、平成３１年４月分から平成

３２年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２

条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除

した率」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、令和２年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和２年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和２年３月分から

令和４年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和２年４月分から令和４年３

月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。この場合において、第５２条第１項

及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．５０％を控除した率」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

この変更は、令和２年４月１日から起算して６月を超えない範囲内において理事長が別に

定める日とする。 

 



附 則 

 

１ この変更は、令和３年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和３年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この変更は、令和４年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和４年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和４年３月分から

令和５年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和４年４月分から令和５年３

月分まで）の間、０．４０％を控除するものとする。この場合において、第５２条第１項

及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．４０％を控除した率」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、令和５年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和５年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和５年３月分から

令和６年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和５年４月分から令和６年３

月分まで）の間、０．３０％を控除するものとする。この場合において、第５２条第１項

及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．３０％を控除した率」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 



 

１ この変更は、令和６年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和６年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和６年３月分から

令和７年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和６年４月分から令和７年３

月分まで）の間、０．２０％を控除するものとする。この場合において、第５２条第１項

及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．２０％を控除した率」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 

１ この変更は、令和７年３月１日から施行する。ただし、別表４（１）の改正規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 変更後の別表２、別表３、別表５及び別表６の規定は、令和７年３月以後分の保険料額

に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健保法第３条第４

項及び船保法第２条第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料

率については、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和７年３月分から

令和８年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和７年４月分から令和８年３

月分まで）の間、０．１０％を控除するものとする。この場合において、第５２条第１項

及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、「疾病保険料率から０．１０％を控除した率」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

支部名 所在地 管轄区域 

北海道支部 北 海 道 札 幌 市 北 海 道  

青 森 支 部 青 森 県 青 森 市 青 森 県  

岩 手 支 部 岩 手 県 盛 岡 市 岩 手 県  

宮 城 支 部 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 県  

秋 田 支 部 秋 田 県 秋 田 市 秋 田 県  

山 形 支 部 山 形 県 山 形 市 山 形 県  

福 島 支 部 福 島 県 福 島 市 福 島 県  

茨 城 支 部 茨 城 県 水 戸 市 茨 城 県  

栃 木 支 部 栃 木 県宇 都宮 市  栃 木 県  

群 馬 支 部 群 馬 県 前 橋 市 群 馬 県  

埼 玉 支 部 埼玉県さいたま市 埼 玉 県  

千 葉 支 部 千 葉 県 千 葉 市 千 葉 県  

東 京 支 部 東 京 都 中 野 区 東 京 都  

神奈川支部 神 奈 川県 横浜 市  神 奈 川 県 

新 潟 支 部 新 潟 県 新 潟 市 新 潟 県  

富 山 支 部 富 山 県 富 山 市 富 山 県  

石 川 支 部 石 川 県 金 沢 市 石 川 県  

福 井 支 部 福 井 県 福 井 市 福 井 県  

山 梨 支 部 山 梨 県 甲 府 市 山 梨 県  

長 野 支 部 長 野 県 長 野 市 長 野 県  

岐 阜 支 部 岐 阜 県 岐 阜 市 岐 阜 県  

静 岡 支 部 静 岡 県 静 岡 市 静 岡 県  

愛 知 支 部 愛 知 県名 古屋 市  愛 知 県  

三 重 支 部 三 重 県 津 市  三 重 県  

滋 賀 支 部 滋 賀 県 大 津 市 滋 賀 県  

京 都 支 部 京 都 府 京 都 市 京 都 府  

大 阪 支 部 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府  

兵 庫 支 部 兵 庫 県 神 戸 市 兵 庫 県  

奈 良 支 部 奈 良 県 奈 良 市 奈 良 県 

和歌山支部 和歌山県和歌山市 和 歌 山 県 

鳥 取 支 部 鳥 取 県 鳥 取 市 鳥 取 県 

島 根 支 部 島 根 県 松 江 市 鳥 根 県 

岡 山 支 部 岡 山 県 岡 山 市 岡 山 県 

広 島 支 部 広 島 県 広 島 市 広 島 県  



山 口 支 部 山 口 県 山 口 市 山 口 県  

徳 島 支 部 徳 島 県 徳 島 市 徳 島 県  

香 川 支 部 香 川 県 高 松 市 香 川 県  

愛 媛 支 部 愛 媛 県 松 山 市 愛 媛 県  

高 知 支 部 高 知 県 高 知 市 高 知 県  

福 岡 支 部 福 岡 県 福 岡 市 福 岡 県  

佐 賀 支 部 佐 賀 県 佐 賀 市 佐 賀 県  

長 崎 支 部 長 崎 県 長 崎 市 長 崎 県  

熊 本 支 部 熊 本 県 熊 本 市 熊 本 県  

大 分 支 部 大 分 県 大 分 市 大 分 県  

宮 崎 支 部 宮 崎 県 宮 崎 市 宮 崎 県  

鹿児島支部 鹿児島県鹿児島市 鹿 児 島 県 

沖 縄 支 部 沖 縄 県 那 覇 市 沖 縄 県  

 

 

別表２（第３７条及び第３９条関係） 

都道府県 一般保険料率 特定保険料率 基本保険料率 

北 海 道  １０．３１％ ３．３８％ ６．９３％ 

青 森 県  ９．８５％ ３．３８％ ６．４７％ 

岩 手 県  ９．６２％ ３．３８％ ６．２４％ 

宮 城 県  １０．１１％ ３．３８％ ６．７３％ 

秋 田 県  １０．０１％ ３．３８％ ６．６３％ 

山 形 県  ９．７５％ ３．３８％ ６．３７％ 

福 島 県  ９．６２％ ３．３８％ ６．２４％ 

茨 城 県  ９．６７％ ３．３８％ ６．２９％ 

栃 木 県  ９．８２％ ３．３８％ ６．４４％ 

群 馬 県  ９．７７％ ３．３８％ ６．３９％ 

埼 玉 県  ９．７６％ ３．３８％ ６．３８％ 

千 葉 県  ９．７９％ ３．３８％ ６．４１％ 

東 京 都  ９．９１％ ３．３８％ ６．５３％ 

神 奈 川 県 ９．９２％ ３．３８％ ６．５４％ 

新 潟 県  ９．５５％ ３．３８％ ６．１７％ 

富 山 県  ９．６５％ ３．３８％ ６．２７％ 

石 川 県  ９．８８％ ３．３８％ ６．５０％ 

福 井 県  ９．９４％ ３．３８％ ６．５６％ 

山 梨 県  ９．８９％ ３．３８％ ６．５１％ 



長 野 県  ９．６９％ ３．３８％ ６．３１％ 

岐 阜 県  ９．９３％ ３．３８％ ６．５５％ 

静 岡 県  ９．８０％ ３．３８％ ６．４２％ 

愛 知 県  １０．０３％ ３．３８％ ６．６５％ 

三 重 県  ９．９９％ ３．３８％ ６．６１％ 

滋 賀 県    ９．９７％ ３．３８％ ６．５９％ 

京 都 府  １０．０３％ ３．３８％ ６．６５％ 

大 阪 府  １０．２４％ ３．３８％ ６．８６％ 

兵 庫 県  １０．１６％ ３．３８％ ６．７８％ 

奈 良 県  １０．０２％ ３．３８％ ６．６４％ 

和 歌 山 県 １０．１９％ ３．３８％ ６．８１％ 

鳥 取 県    ９．９３％ ３．３８％ ６．５５％ 

島 根 県 ９．９４％ ３．３８％ ６．５６％ 

岡 山 県 １０．１７％ ３．３８％ ６．７９％ 

広 島 県 ９．９７％ ３．３８％ ６．５９％ 

山 口 県 １０．３６％ ３．３８％ ６．９８％ 

徳 島 県 １０．４７％ ３．３８％ ７．０９％ 

香 川 県 １０．２１％ ３．３８％ ６．８３％ 

愛 媛 県 １０．１８％ ３．３８％ ６．８０％ 

高 知 県 １０．１３％ ３．３８％ ６．７５％ 

福 岡 県 １０．３１％ ３．３８％ ６．９３％ 

佐 賀 県 １０．７８％ ３．３８％ ７．４０％ 

長 崎 県 １０．４１％ ３．３８％ ７．０３％ 

熊 本 県 １０．１２％ ３．３８％ ６．７４％ 

大 分 県 １０．２５％ ３．３８％ ６．８７％ 

宮 崎 県   １０．０９％ ３．３８％ ６．７１％ 

鹿 児 島 県 １０．３１％ ３．３８％ ６．９３％ 

沖 縄 県   ９．４４％ ３．３８％ ６．０６％ 

 

 別表３（第４０条関係） 

介護保険料率 

１．５９％ 

 

 

 

 

 



 別表４（第４１条関係） 

（１）介護保険第２号被保険者である日雇特例被保険者 

   １日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額 

標準賃金日額

の等級 

日雇特例被保険者に関

する保険料額 

当該被保険者の負担すべ

き額 

当該被保険者を使用す

る事業主の負担すべき

額 

第１級 ４４０円 １７０円 ２７０円 

第２級 ６５０円 ２５０円 ４００円 

第３級 ８６０円 ３３０円 ５３０円 

第４級 １，１００円 ４２０円 ６８０円 

第５級 １，３２０円 ５０５円 ８１５円 

第６級 １，６２０円 ６２０円 １，０００円 

第７級 ２，０００円 ７６５円 １，２３５円 

第８級 ２，３８０円 ９１０円 １，４７０円 

第９級 ２，７６０円 １，０５５円 １，７０５円 

第１０級 ３，２２０円 １，２３０円 １，９９０円 

第１１級 ３，７４０円 １，４３０円 ２，３１０円 

 

（２）前号に掲げる者以外の日雇特例被保険者  

   １日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額 

標準賃金日額

の等級 

日雇特例被保険者に関

する保険料額 

当該被保険者の負担すべ

き額 

当該被保険者を使用する

事業主の負担すべき額 

第１級 ３９０円 １５０円 ２４０円 

第２級 ５７０円 ２２０円 ３５０円 

第３級 ７４０円 ２８５円 ４５５円 

第４級 ９４０円 ３６０円 ５８０円 

第５級 １，１４０円 ４３５円 ７０５円 

第６級 １，４００円 ５３５円 ８６５円 

第７級 １，７３０円 ６６０円 １，０７０円 

第８級 ２，０５０円 ７８５円 １，２６５円 

第９級 ２，３８０円 ９１０円 １，４７０円 

第１０級 ２，７７０円 １，０６０円 １，７１０円 

第１１級 ３，２３０円 １，２３５円 １，９９５円 

 

 

 

 



 別表５（第５２条及び第５４条関係） 

 一般 

保険料率 

疾病 

保険料率 

特定 

保険料率 

基本 

保険料率 

災害保健 

福祉 

保険料率 

一般被保険者 １１．０５％ １０．００％ ２．９５％ ７．０５％ １．０５％ 

疾病任意継続被

保険者 
１０．３３％ １０．００％ ２．９５％ ７．０５％ ０．３３％ 

後期高齢者医療

の被保険者等で

ある被保険者 

０．８８％ － － － ０．８８％ 

独立行政法人等

職員被保険者 
０．３３％ － － － ０．３３％ 

 

 

 別表６（第５５条関係） 

介護保険料率 

１．５７％ 

 

 


